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メルボルン都心周辺部のテラスハウス地区における住環境 
―街区単位でみた建物の建ち並び方と街路側空地の利用状態― 

THE CHANGES OF RESIDENTIAL CONDITIONS 
 IN THE TERRACE AREAS OF INNER SUBURBS IN MELBOURNE 
-The building morphology and the land uses and boundary elements of 

Street-facing open spaces at the block units- 
 

牧尾晴喜*, 中庭裕次郎** 
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We attempt to examine the relationships between area characteristics and the changes of street-facing land uses by 
newly-constructed town houses. We, in particular, examine the issues of parking space mechanism in detail. The results can 
be summarized; 1) the differences in building morphology and street-facing land uses derive mainly from original city blocks 
and site conditions. 2) In the areas where the buildings do not have enough space in front of them, the street-facing spaces 
are becoming smaller by new town houses. 3) Town houses are changing the characteristics of terrace areas by replacing the 
street-facing green spaces with the piloti-parking spaces. 
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１．はじめに 

1-1 研究の背景 

近年，欧米やわが国等の多くの都市において，ライフスタイルや

人々の嗜好の変化による都心回帰現象がみられる。オーストラリア

のメルボルンにおいても，都心周辺部における既成住宅市街地での

再開発需要が高まっている。こうした地区における住宅ストックと

しては，建設から 100年程度を経ているテラスハウスや戸建住宅と
いった低層住宅が主流であり，改修・改築を施したテラスハウス，

そしてテラスハウスと似た形式で新たに建設されるタウンハウスに，

新しい居住者層が住んでいる。このような潮流は，さらなる郊外化

の抑制，既存都市基盤の再利用，といった観点からは望ましいもの

である。しかしながら，こうした改修・改築や建て替えの中には，

地区で成熟してきた住環境を尊重しない再開発もみられる。例えば，

メルボルンのテラスハウスにおいては，街路空間でのコミュニケー

ションに役立っていたセミ・プライベートな前庭が特長的であった

が，タウンハウスではこうした前庭を設けない場合も多くみられる。

また，タウンハウスにおいては，街路側に駐車場を設置しているケ

ースも多い。こうした再開発により，閉鎖的な住環境や殺風景な街

路景観につながることが危惧されている。 
都心周辺部の自治体では，開発を抑制する住居系，再開発を奨励

する複合用途系，と管轄地区を 2分して対応している。住居系地域

においては，テラスハウス等の低層住宅によって形成されてきた住

環境を維持するために，建物高さや道路からのセットバックに関し

て，近隣住宅との落差が小さいかどうかを審査するという仕組みに

より，新規開発を規制・誘導している。しかしながら，既存住宅が

建て詰まっている地区においては，こうした仕組みによっても建物

の建ち並び方は改善されず，むしろ街路側での駐車場用途増加等に

より，住環境が悪化しているケースがみられる。 
1-2 研究の目的 

本研究においては，上記のような問題意識から，メルボルン都心

周辺部のテラスハウス地区を対象とし，現在の住環境に関わる問

題・課題を明らかにする。そのために，開発・発展の経緯が異なる

テラスハウス地区を調査対象として取り上げ，建物の建ち並び方，

街路側空地の利用状態，に着目して分析を行う。 
1-3 関連研究と本研究の位置づけ 

メルボルンのテラスハウスに関しては，個別建物を主対象として，

歴史的建物保存のための評価資料としての観点からの研究報告文１）

～文５）が行なわれてきた。また，オーストラリアのテラスハウス建

物の歴史的価値を大きな枠組みから分析・位置づけしているものに，

岡本による研究文６）がある。これらは，いずれも個別建物の意匠・

歴史的な保存価値，に主眼があり，住宅ストックとしてのテラスハ

ウス，あるいはテラスハウス地区における住環境整備という本研究
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の視点とは異なる。 
GEHL 文７）は，本研究と同じく建築計画的な視点から，メルボル

ン都心周辺部における住環境を扱っている。街路空間における人々

の行動観察調査により定性的な把握を行なっているものの，物的住

環境の把握，及びその維持・向上のための方策，といった視点はあ

まりみられない。 
本研究と直接的な関係を有する研究として，この他に，メルボル

ンにおける住宅地開発・発展経緯を把握している研究文８），テラス

ハウス地区での住環境整備上の問題・課題を定性的に整理した研究

文９）がある。本研究は，これら既往研究成果に立脚し，テラスハウ

ス地区の住環境を定量的に評価した上で，そこでの問題・課題の所

在を明らかにする。 
 
２．研究の方法 

2-1 調査対象地区の選定 

調査対象として，メルボルン都心周辺部の既成住宅地から，テラ

スハウス等の低層住宅の建ち並びによって構成される 3地区を選定
した。図１は，調査対象地区の位置図である。調査対象地区の選定

にあたっては，街区形状や道路幅員，テラスハウスの宅地面積規模，

路地の有無等，地区特性が異なるよう選定した。なお，調査対象範

囲としては，区画道路に周囲を囲まれた一団の画地及び宅地を街区

とし，各地区とも，2街区で構成される街区群を設定した注１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 各調査対象地区での具体的な街区群については，研究目的と照ら

して，住宅用途画地が過半を占め，かつ，大規模な再開発計画等の

対象とならずにテラスハウスが存在している街区，が隣接する街区

群を選定した。 

2-2 調査の方法 

本研究では，調査対象地区の概要を把握するため，地図資料を基

にして現地実測調査を行い，各画地・宅地の敷地面積，建築面積，

等を現地調査図面により計測した注２）。 
街路側での空地の利用用途の状態を把握するため，全ての空地を

街路側空地と路地側空地及び内側空地に区分し注３），街路側空地の

利用用途を現地調査により把握した注４）。本研究では，この街路側

空地の利用用途について間口長さ注５）に着目して分析を進めた。ま

た，駐車場及び緑地用途に関しては，その街路側境界のしつらえ状

態を把握した。 
 

３．調査対象地区の概要 

各調査対象地区の概要を表１に，配置図を図２に示す。図３は，

各地区における空地区分を示している。以下，各地区の開発経緯，

街区割と敷地割，テラスハウスの比率，空地率，について記述する。 
3-1 フィッツロイ地区 

民間主導で 1850 年前後に開発され，当時は労働者用として，敷
地の細分化が進んだ。現在は，小規模なテラスハウスのみが建ち並 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾌｨｯﾂﾛｲ ｶｰﾙﾄﾝ ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ

街区ｻｲｽﾞ(東西×南北) 65m,80m×45m 60m×120m 35m×180m

形状 東西方向長手 南北方向長手 南北方向長手

平均道路幅員 中（13.2m） 大（23.6m） 中（14.7m）

ﾃﾗｽﾊｳｽの平均宅地面積(㎡) 125.2 147.7 193.8

戸数(戸) 39 76 48

ﾃﾗｽﾊｳｽ(%) 100.0 84.2 37.5

ﾀｳﾝﾊｳｽ(%) - 11.8 31.3

戸建(%) - 3.9 29.2

建蔽率(%)１ 70.6 61.3 60.4

容積率(%)１ 105.4 80.1 96.0

空地率（%)1 29.4 38.7 39.6

街路側空地(%)１ 11.2 12.5 26.8

路地側空地(%)1 17.5 19.0 0.0

内側空地(%)1 0.7 7.2 12.8

1)地区総面積に対する値で，地区総面積には道路及び路地は含まない。図１ 調査対象地区の位置図 

図２ 調査対象地区の配置図 

表 1 調査対象地区の概要 
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図３ 調査対象地区の空地区分 

表２ 街路側空地の平均奥行幅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぶ地区で，新規建設のタウ

ンハウスや戸建住宅はない

(写真１)。裏路地は人の通
行にのみ用いられており，

塀と通用口の扉が並ぶ通路

である。 
 空地率は約 30%で，他の
2 地区に比して小さい。こ
の空地の内訳についてみる

と，街路側空地が４割程度

を占める。 
3-2 カールトン地区 

フィッツロイと同時期の

開発だが，政府による比較

的秩序立った開発であり，

道路幅員が広く，宅地面積

も広い良好な住環境の地区

である（写真２）。主に東側

のトラム路線沿いに，新規

建設のタウンハウスがみら

れる。裏路地は，拡幅され

て車路として用いられたが，

デッドスペースでの犯罪防

止，交通事故防止といった

観点から，封鎖する方針で

調整が進んでいる。保育所

のような公共性が高い施設

には，裏路地であった敷地 
が優先的に割り当てられているが，他ではこうした分割後の所有区

分に関する問題が顕在化し，調整が完全には終わっておらず，かつ

ての駐車場のシャッターが並ぶ空間となっている。 
空地率は 40%弱で，街路側空地と路地側空地の比率はフィッツロ

イ地区と同程度である。裏路地封鎖箇所の近く等に，どちらの道路

にも面さない，内側空地もみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-3 リッチモンド地区 

他の 2地区と同時期の民間による開発であり，テラスハウス・戸 
建住宅の宅地面積は広い。特に第二次世界大戦以後に，多くの移民

が流入した地区であり，富裕層が多くの新規のタウンハウスを建設

して住み始めた地区である。開発当初の街区割が非常に細長く，243
の敷地割のうち背割敷地は 71 と少なかった。また，これらの背割
敷地の街区内側部分では面積的な余裕がなかったため，裏路地は一

部を除いて設けられなかった。また，一部にみられた裏路地も，現

在は封鎖されている。 
空地率は約 40%と，カールトンと同程度である。そのうち，街路

側空地が約 2/3，内側空地が約 1/3となっている。 
 

４．街路側空地の平均奥行幅 

街路側空地の平均奥行幅注６）を表 2に示す。なお，建物が街路ま
でせまって建てられており，街路側空地の奥行幅が 50cm 未満であ
った部分については，「空地なし」として，その間口長さでの割合を

示している。表３は，調査対象地区における，建物壁面に対する前

面道路からのセットバックに関する規制内容を整理したものである

注７）。 
4-1 地区全体での平均奥行幅 

地区全体の平均奥行幅をみると，フィッツロイ地区から順に，1.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 

写真３ 

ﾌｨｯﾂﾛｲ ｶｰﾙﾄﾝ ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ

平均奥行幅(m)1 1.5 2.5 3.9

「空地なし」の割合(%)2 35.2 17.0 37.2

平均奥行幅(m)1 1.1 2.3 3.7

「空地なし」の割合(%)2 38.0 17.1 37.9

平均奥行幅(m)1 1.3 2.0 4.7

「空地なし」の割合(%)2 26.9 19.0 11.4

平均奥行幅(m)1 - 2.9 1.4

「空地なし」の割合(%)2 - - 78.3

平均奥行幅(m)1 - 3.9 4.8

「空地なし」の割合(%)2 - - 21.7

その他の 平均奥行幅(m)1 - 2.6 2.2

宅地 「空地なし」の割合(%)2 - 33.2 68.6

平均奥行幅(m)1 5.9 29.1 16.7

「空地なし」の割合(%)2 - - -

1)「平均奥行幅」は，街路側空地の面積を，その空地が面する街路側沿道長さで除した数値である。

2)「空地なし」とは，街路側空地の奥行幅が50cm未満の沿道長さである。

地区全体

画地単位の空地

ﾃﾗｽﾊｳｽ

ﾀｳﾝﾊｳｽ

戸建

宅
地
用
途
別

宅地全体

写真１ 
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表３ 建物壁面の街路からのセットバックに関する法規制 

図５ 駐車場用途における街路との境界 

 

 

 

 

 

 

 

ｍ，2.5m，3.9m，と，概ね，テラスハウスの宅地面積規模が大き
く，戸建住宅が多い地区で広い。ただし，「空地なし」については，

リッチモンド地区では，「空地なし」が 37.2%を占め，街路側空地
の広さにバラツキがみられる地区であることが分かる。 
4-2 各地区における平均奥行幅 

1) フィッツロイ地区 

各地単位の空地(空き地)を除いたテラスハウスだけでみると，平
均空地幅はさらに狭く，1.3ｍである。 
建て替え等は進んでおらず，昔からの街路側に建て詰まったテラ

スハウスが建ち並んでいる状態である。 
2) カールトン地区 

 住宅形式別では，テラスハウスの 2.0m に比べ，タウンハウスで
は 2.9m，戸建では 3.9m と，平均奥行幅は広くなっている。また，
一部のテラスハウスでみられた「空地なし」もみられない。 
両隣建物の街路側セットバックの平均値で規制をかけるという

法規制により，既存の街路側空地幅が，建て替え後の敷地において

も維持されている。 
3) リッチモンド地区 

住宅形式別でみると，テラスハウスの平均奥行幅は 4.7ｍと広く，
「空地なし」の割合も低い。戸建の平均奥行幅は 4.8ｍであり，テ
ラスハウスと同程度となっている。これに対して，タウンハウスで

は平均奥行幅が一気に狭くなり，「空地なし」が 80%程度を占める。 
これは，一部で法規制に先行して街路側まで建て詰まったタウン

ハウスが建設されており，その付近では，同様に街路までせまった

タウンハウス建設が行われているためである。 
 

表４ 駐車場設置基準に関する法規制 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．街路側空地の利用状態 

全ての街路側空地における利用用途を現地調査により把握し，各

利用用途が街路に面している長さに着目して整理したものが図４で

ある。各地区全体のグラフは，「テラスハウス，タウンハウス，戸建

の宅地」，「その他の宅地（他用途の宅地）」，「空き地（画地単位の空

地）」，と分類して示した。さらに，「テラスハウス，タウンハウス，

戸建の宅地」について，空地がある部分と，宅地内に街路側空地が

ない部分の沿道長さ，に分けて計測した。用途の分類は，図中の凡

例に示す通りである注８）。「テラスハウス」，「タウンハウス」「戸

建」は，住宅形式別での各利用用途を集計したものであり，フィッ

ツロイ地区では，タウンハウス，戸建住宅はみられなかった。 
5-1 街路側空地での駐車場用途 

 ここでは，街路側空地の利用状態のうち，特に駐車場用途に着目

して分析を進める。表４は，駐車場の設置基準に関する法規制内容

を整理したものであり注７），図５は駐車場における街路との境界し

つらえの状態注９）である。 
地区全体でみると，フィッツロイ地区やカールトン地区では，街

路側空地における駐車場はほとんどみられない。これに対してリッ

チモンド地区では，街路側空地での駐車場が 5.2%，ピロティ駐車場
が 5.8%と，街路に面する駐車場長さの比率が高い。 
リッチモンド地区では，新規建設のタウンハウスにおいてピロテ

ィ駐車場が多く，また，図２のとおり，中央街路に面する街路側空

地が，一部の敷地において裏庭として利用されている。そのため，

路上駐車場でほぼ全てをまかなっているフィッツロイ，カールトン

の両地区と異なり，リッチモンド地区では街路側空地に駐車場を多

く有している。このような新規建設のタウンハウスにおける駐車場

の設置位置については，住居周辺という以外には，特に規定はない。 
 図５のように，これらの駐車場用途はほぼ全て，街路に対してシ

ャッターとして露出している。 
5-2 街路側空地での緑地用途 

地区全体では，フィッツロイ地区で緑地が少なく，他２地区では

緑地が多い。フィッツロイ地区は小規模のテラスハウスが建ち並ぶ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 間口長さでみた街路側空地の利用

コンテクスト 前面セットバック

両隣に建っている 両隣セットバックの平均値、9m、のうち、小さい方

片隣のみ建っている 片隣セットバック、9m、のうち、小さい方

両側とも建っていない 6m

角地 片隣セットバック、9m、のうち、小さい方

隣に建っていない場合、6m

*本表における数値は、各住宅形式に共通である。

設置台数 設置位置

戸建住宅 各戸２台 規定なし

テラスハウス １あるいは２寝室１戸に対して1台 住居に近く、便利な場所に設置

・タウンハウス ３寝室以上の場合、１戸に対して２台 一定以上の広さを有する場合、

・マンションに共通 　植樹や建物によって分節

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

ｾﾐ･ 
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地区であり，狭い街路側空地には緑地が少なく，鉢植えによって街

路側空間を演出している例もみられる。 
リッチモンド地区では，新規のタウンハウス建設によって，緑地の

減少が顕著である。 
5-3 各地区における街路側空地の状態 

 街路側空地の奥行幅も考慮した上で，各地区における街路側空地

の状態は以下のように整理できる。 

(1) フィッツロイ地区 

 古くからの小規模テラスハウスが建ち並ぶ地区であり，街路側空

地は一様に狭い。駐車場は全て路上駐車場として確保されている。

街路側空地においては，緑地用途は少なく，鉢植え等も一部みられ

るものの，サービス用途・残余空地が多い(写真４)。 
(2) カールトン地区 

 比較的規模の大きなテラスハウスによって構成される地区であり，

街路側空地は概して広い。駐車場は路上駐車場が中心であり，一部 
の戸建では街路側空地に

も駐車場が設けられてい

る。テラスハウスの多くに

は，街区内の裏路地側に駐

車場が付加されたが，これ

らは封鎖されつつある(写
真５)注１０）。元々のテラス
ハウス・戸建では，緑地が

多い街路空間を形成して

いる。新規建設によるタウ

ンハウスにおいても，同様

に，街路側空地が広く，緑

地が多い。 
(3) リッチモンド地区 

 敷地規模の大きなテラ

スハウス・戸建住宅が多い

地区であるが，その敷地規

模・街路側空地の広さには

バラツキがある。一部のテ

ラスハウス・戸建において

駐車場が街路側空地に設

けられているが，緑地も多

い。新たに建設されている

タウンハウスは，街路側ま

で建て詰まり，街路側にピ

ロティ駐車場を有し，緑地

を持たないものが多い(写
真６)。 
 

６．各地区における住環境に関わる問題・課題 

(1) フィッツロイ地区 

開発当初からの街区割およびその敷地面積規模における建物の

建ち並びにおいて，良好な街路側空間を形成するために有効な広さ

の街路側空地がない状態となっている。植民開始からの歴史が浅い

オーストラリアにおいては，地区 100 年という歴史的価値が相対的

に高く，フィッツロイ地区では大規模な建替・更新は進みにくい。

当該地区における狭い街路側空地の状態は，各テラスハウスの居住

者の整備に依存する状態である。 

(2) カールトン地区 

比較的大きな街区割・敷地割において，建ち並ぶテラスハウスが

広い街路側空地を有している。そのため，周辺環境との相対的な関

係による法規制との関係から，一部で建て替えられたタウンハウス

も，同様に広い空地を有している地区である。自動車普及に応じて

街区内に導入された裏路地の扱いが過渡期の状態ではあるが，街路

側空地の分量・形状や利用状態に関してみれば良好な状態にある。 

(3) リッチモンド地区 

 南北に細長い街区形状が理由となり，敷地面積の規模にばらつき

がある。古くからの街路側空地が広いテラスハウスと，新規建設に

よる街路側空地を持たないタウンハウスが混在する状態となってい

る。このような街路側に建て詰まったタウンハウスでは，街路に面

して駐車場や壁面のみが並ぶ，閉鎖的で殺風景な街路側空間が形成

されている。 

 

７．結論 

 本研究においては，各地区の開発・発展経緯を定性的に把握した

上で，現在の住環境を，建物の建ち並び方および街路側空地の利用

状態という２つの側面から定量的に把握・評価した。都心周辺部の

テラスハウス地区を持続的に変容させていくという観点から，本研

究で得られた知見は以下のように要約できる。 
(1) 地区特性と持続的変容のための問題・課題 
 各地区の基盤整備における街区形状・敷地規模が，現在のテラス

ハウス・戸建の建ち並び方に大きな影響を及ぼしている。このよう

な地区特性により，街路側空地量及びその形状に差異が認められ，

各地区における持続的変容のための問題・課題の所在は異なる。 
(2) 周辺とのバランスによる建物形態の規制 

 テラスハウス地区でのタウンハウスや戸建住宅の新規建設におい

て，両隣の建物セットバックの平均値によって規制をかける，とい

う手法が用いられている。これは，カールトン地区における街路側

空地の平均奥行幅で明らかになったように，現状で確保されている

空地幅の維持には，ある程度有効である。しかし，リッチモンド地

区のように，既に街路側に建て詰まった建物が建設されている地区

では，新規建設によって街路側の空地が侵食されていく状態にある

ことが明らかとなった。 

(3) 街路側空地の利用状態と駐車場の設置方法 
 路上駐車場が多く設けられており，テラスハウス建物前面の街路

空間における多くの緑地が維持されてきた。しかし，既存建物が街

路側に建て詰まっている地区においては，近年のタウンハウス建設

により，その街路側空地の利用状態に変化が起こっている。緑地が

著しく減少すると同時に，ピロティ駐車場が設けられることにより，

街路空間に駐車場のシャッターと壁面が並ぶ，殺風景な景観が生み

出されている。 
これは，駐車場の設置位置に関する規制・誘導策が特に設けられ

ていないこと，市場原理に照らして敷地内での緑化よりも駐車場設

置が優先されること，によると考えられる。周辺街区・地区といっ

た単位で駐車場を処理するような誘導策が望ましい。 

写真４ 

写真５ 

写真６ 
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注 
注1) このように調査対象範囲を街区群とすることにより，各地区において，単一街

区では不可能な，道路を挟んで向かい合う建物の建ち並び方の検証や，街

路上に設けられている駐車場の特徴を実際の利用範囲に対照させる，とい

った利点が得られる。 
注2) 本研究では，調査対象地区の概要を把握するため，地図資料調査と現地調

査を行った。フィッツロイ，リッチモンド地区については，シティ・オブ・ヤラ発

行の地図（敷地割のみ）と航空写真をもとに，現地で建物概形を 50cm 単位
で目測し，フィールドマップ(縮尺 1/500)を作成した。カールトン地区につい
ては，建物概形が示されているシティ・オブ・メルボルン発行の市街地図デー

タをもとに，フィールドマップ(縮尺 1/500)を作成した。これらのフィールドマッ
プに，現地調査で建物階数，用途等を記録した。各地区の調査は 2005 年
12 月に行い，用いた地図資料は調査時点での最新版である。各画地・宅地
の敷地面積，建築面積，延床面積は，現地調査で収集したデータをもとに

作成した図面により計測した。本稿における容積率・建蔽率の数値は実測値

であり，現地の法規制等で対象となる容積率・建蔽率の数値とは異なる。 
注3) 公園や月極駐車場等の画地単位での空地は，全て街路側空地として計測

し，各敷地内における空地は，以下の図のように街路側，内側に区分した。

建物と隣地境界線間に発生するスリット状の空間における街路側空地と内

側空地の境界は，この空間の間口方向を一辺とする正方形を壁面線から内

側に取ることによって設定した。このスリット状の空間における境界の扱い 
方は，例えば街路側空地の

奥行を一律で決める等，正方

形による定義の他にも考えら

れる。しかし,本稿では，街区・
地区単位での適用のために

ある程度の簡便性が要求さ

れること，また，実際の住宅市

街地における実感との適合

性から，正方形による定義が

妥当であると考えた。 
なお，路地に面する敷地においては同様に，各敷地内の空地を路地側，内

側，に区分した。街路と路地の両方に面する空地部分については，街路を

優先した。 
注4) 作成したフィールドマップ(縮尺 1/500)に，全ての街路側空地における利用

用途を記入した。利用用途に関しては，50cm 単位で目測した。各地区の調
査は 2005年 12月に行なった。 

注5) 街路側空地の利用状況については，「間口長さ」の他，「面積」等によっても
把握することができる。街路側からみた空間構成のまとまり，街路との境界し

つらえとの対応，といった観点からより深い分析ができると判断し，本稿では

間口長さにより分析を進めた。なお，「間口長さ」では「面積」に比べ，次のよ

うな特徴がある。①奥行きの深い駐車場の比率が，相対的に低めになる。②

緑地の比率が高めになる。③「空地なし(街路いっぱいまで建物が建て詰ま
っており，街路側空地の計画ではなく建物そのものが街路景観の要素となっ

ている部分)」の項目は，「面積」では把握できないが，「間口長さ」ではこれが
可能となる。 

注6) 平均奥行幅とは，街路側空地の面積を，その空地が街路に面する間口長さ
で除した数値である。 

注7) Victoria Planning Provisions による。 
(http://www.dse.vic.gov.au/planningschemes/VPPs/index.html) 

注8) 駐車場用途には，車路部分を含む。また，一部の戸建住宅で，駐車場用途
とアプローチ用途とが重なる箇所がみられたが，この場合には，アプローチ

用途として計測した。 
セミ・プライベート用途とは，写真

のように，イスやベンチを置いてあ

る空間である。このようにテラスハ

ウス特有の空間において，居住

者は，読書等の個人的な活動を

行うと同時に，近隣や通行人との

コミュニケーションもはかることが

可能である。 
勝手口通路や避難通路は，サー

ビス空間とした。 
注9) 「境界しつらえ」は，街路側空地における各利用用途の，街路との境界線上

の状態である。「何もなし・透過フェンス」では，敷地内の状況がそのまま街路

側に露出することとなる。それに対し，「塀・シャッター」や「生垣・植栽」では，

敷地内の状態は隠される。 
注10) 自動車が社会に広く普及するとともに，多くのテラスハウス地区で，元来し尿

汲取用であった裏路地が拡幅され，自動車用の通路とされた。同時に，各テ

ラスハウスの裏庭には，駐車場が設けられるようになった。しかし，このような

裏路地の車路への転用には，防犯・防災（自動車事故）といった観点からの

危惧があり，封鎖を検討・実施している地区もある。 
カールトン地区においては，保育所敷地の背割側等，複数個所で，かつて

の裏路地が封鎖されると同時に宅地に取り込まれている（図２）。 
（シティ・オブ・メルボルンならびにシティ・オブ・ヤラへのヒアリングによる，参

考資料 ： City of Melbourne (2001) Carlton A Vision to 2010 
integrated Local Area Plan, City of Melbourne） 

 
(2006年 5月 8日原稿受理，2007年 2月 28日採用決定) 


